
入 札 公 告 

 

平成３０年９月２６日  

 

  次のとおり総合評価一般競争入札に付します。 

 

                        広島市長 松 井 一 實 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 ⑴ 業務名 

   広島市内路面下空洞調査業務（平成３０年度） 

 ⑵ 履行の内容等 

   入札説明書及び契約条項による。 

⑶ 委託期間 

  契約締結の日から平成３１年３月２０日まで 

 ⑷ 予定価格 

   落札決定後に公表 

 ⑸ 調査基準価格 

   落札決定後に公表 

 ⑹ 履行場所 

   市内一円 

 ⑺ 入札方式 

   本件業務は、地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第１６７条の１０の２第

１項に規定する総合評価一般競争入札で入札執行する。 

 ⑻ 入札方法 

  ア 入札金額は、総価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成

し、入札書と同時に提出すること。入札金額内訳書の提出がない場合は、その者の

した入札を無効とする。 

  エ 落札者の決定は、施行令第１６７条の１０の２第１項に規定する総合評価一般競

争入札で行うので、提案に係る書類（以下「提案書等」という。）を入札書と同時に

提出すること。 

 ⑼ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない紙面による入札とす

る。 

２ 入札参加資格 

  次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下「規則」という。）第２条の規定に

該当しない者であること。 

 



 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「平成２９・３０・３１年」の「物品の売買、借入れ、

修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）

の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「３

０－０２ 調査・研究」に登録されている者、又は平成２９・３０年度建設コンサル

タント業務等競争入札参加資格者として、登録種目が土木関係コンサルタント業務の

「道路」、「土質及び基礎」のいずれにも登録されている者であること。 

 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市

の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

 ⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 ⑸ 次のいずれにも該当していないこと。 

ア 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会

社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続

開始の申立てがあった者（会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画

認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定

を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。） 

イ 不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されている者 

⑹ この入札に参加しようとする他の有資格業者のうちに、人的関係又は資本関係におい

て密接な関係を有する者（人的関係又は資本関係を介して、複合的に連鎖している者

を含む。）がいないこと。 

⑺ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第２８条第２号イからオまでの

規定により選定できない者でないこと。 

⑻ 次に掲げる会社の業務実績を有すること。 

  平成１５年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した、測線長８３キロメー

トル以上の同業務の実績を有していること（設計共同体としての実績は、代表構成員

としての実績に限る。）。 

⑼ 管理技術者は、次のいずれかに該当する者で、前記⑻の会社の業務実績と同じ内容の

業務実績を有する者を配置できること。（ただし、業務の実施年月日・規模・数値は求

めない。実施当時の立場（役割、所属会社等）も問わない。） 

 ア 技術士（建設部門：道路又は土質及び基礎）の資格を有し、技術士登録を行ってい

るもの 

 イ RCCM（道路又は土質及び基礎）の資格を有し、登録証書の交付を受けているもの 

⑽ その他は、入札説明書による。 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

  入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書（総合評価一般競争入

札用）等を次により提出しなければならない。 

 ⑴ 提出方法 

   持参とする。 

 ⑵ 提出期間 

   入札公告の日から平成３０年１０月１２日（金）までの日（広島市の休日を定める

条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

 ⑶ 提出場所及び提出先 

   後記４⑶に同じ。 

 ⑷ 一般競争入札参加資格確認申請書等の交付方法 

   広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「電

子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「調達情報公開シス

http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「電
http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「電


テムに掲載されない「入札・見積り情報」・「結果情報」（電力の調達・売払い等）」→

「平成３０年度案件（市長部局）」へ画面を展開し、当該入札案件からダウンロードで

きる。ただし、これにより難い場合は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    前記⑵に同じ。 

  イ 交付場所 

    後記４⑶に同じ。 

４ 入札説明書及び契約条項を示す場所等 

 ⑴ 入札説明書及び契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ（前記３⑷に記載のとおり。以下同じ。）からダウンロードで

きる。ただし、これにより難い場合は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から平成３０年１０月１１日（木）までの日（広島市の休日を定め

る条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    後記⑶に同じ。 

 ⑵ 入札説明書及び契約条項の交付方法 

   広島市のホームページからダウンロードできる。ただし、これにより難い場合は、

前記⑴ア及びイにより交付する。 

⑶ 契約担当課（入札説明書及び契約条項等に関する問合せ先） 

   〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市道路交通局道路部道路課 

   電話 ０８２－５０４－２３６９（直通） 

 ⑷ 入札書等の提出方法等 

   入札参加者は、入札説明書に定める入札書等を持参により、提出しなければならな

い。 

ア 提出期間 

平成３０年１０月１１日（木）の午前８時３０分から午後５時まで。 

   イ 提出場所 

     前記⑶ 

 ⑸ 入札回数 

   入札回数は、３回限りとする。 

 ⑹ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 平成３０年１０月１２日（金）午後１時３０分 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

       広島市役所本庁舎７階 道路課隣南側会議室 

５ 総合評価に関する事項（落札者決定基準） 

 ⑴ 落札者の決定方法 

   落札者の決定に当たっては、広島市内路面下空洞調査業務総合評価審査委員会にお

いて、「価格」及び「価格以外の要素」となる後記⑶の評価項目について、後記⑵の「総

合評価の方法」によって審査の上、採点し、得られた総合的な得点の最も高い者を落

札者とする。 

   ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそ



れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者

とせず、予定価格の制限の範囲内で得られた総合的な得点の最も高い者を落札者と

する。 

  ア 調査基準価格の有無 

    有 

  イ 委託業務低入札価格報告書等の提出 

    落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業

務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画（以下「報告書等」

という。）を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等

を提出しなければならない。報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者

のした入札を無効とする。 

 ⑵ 総合評価の方法 

  ア 価格の得点は、次の式により算定して得た値とする。 

    ２０点×（１－入札価格／予定価格） 

  イ 価格以外の要素の得点は、後記⑶の評価項目ごとに、提案書等の入札参加者に求

めた提出書類を基に、入札説明書の落札者決定基準に従って審査して得点を与える。 

    また、審査の過程において、ヒアリングを実施する。ヒアリングの詳細について

は、別途、入札参加者に対して通知する。 

  ウ 前記⑴の「総合的な得点」は、前記アとイの得点の合計値とする。 

 ⑶ 評価項目 

  ア 価格以外の要素の評価項目について、その概要は、次のとおりであり、詳細は入

札説明書の落札者決定基準による。 

   ａ 企業の能力及び経験 

   ｂ  配置予定技術者の能力及び経験 

   ｃ  取組方針・実施フロー・工程計画等 

   ｄ  評価テーマに沿った技術提案 

  イ 前記アに掲げる評価項目は、評価に応じて配点される。 

 ⑷ 得点配分 

  ア 価格：２０点 価格以外の要素：６０点 

    総合評価の合計：８０点 

  イ 前記⑶の各評価項目の得点配分は、入札説明書の落札者決定基準による。 

６ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金 

   免除 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日

時以後、落札者の決定までの間に前記２⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若し

くは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなった者

がした入札 

  イ 一般競争入札参加資格確認申請書等の書類に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 



  エ 予定価格を上回る額の入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札 

 ⑷ 契約保証金 

   要 

 ⑸ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報

があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札

の執行を延期又は中止することがある。 

 ⑺ 契約の締結 

   本契約については、落札者を決定した日から５日以内の日（最終日が広島市の休日

を定める条例第１条第１項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その

日に最も近い同項各号に掲げる日でない日）において、落札者が広島市から交付され

た契約書に記名･押印して、取り交わすものとする。 

 ⑻ その他 

   詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


